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令和２年１２月１０日宣告 東京高等裁判所第６刑事部判決 

令和元 １５１２号 殺人被告事件 

主      文 

原判決を破棄する。 

本件を東京地方裁判所に差し戻す。 5 

理      由 

第１ 控訴の趣意 

本件控訴の趣意は，弁護人山本衛（主任）及び同宮村啓太作成の控訴趣意書

及び控訴趣意補充書⑴記載のとおりであり，論旨は，訴訟手続の法令違反及び

事実誤認である。これに対する検察官の答弁は，検察官神田浩行の弁論のとお10 

りである。 

第２ 原判決の概要 

１ 原判決が認定した罪となるべき事実の要旨は，以下のとおりである。 

被告人は，平成２５年６月１０日頃（以下，月日のみの記載は平成２５年の

ものをいう。），東京都新宿区ａｂ丁目ｃ番ｄ号ｅｆ号室において，Ａ（当時15 

２５歳）に対し，殺意をもって，ジフェンヒドラミンを含有する睡眠改善薬を

摂取させた上，同人の頸部を圧迫し，よって，その頃，同所において，同人を

頸部圧迫による窒息により死亡させた。 

２ 原審においては，①被害者が頸部圧迫により窒息死したと認められる

か，②被告人がその犯人と認められるかが争点となった。 20 

３ 前記争点①について，原判決は，次のように説示して，Ａが何者かによ

って頸部を圧迫されて窒息死したことが推認できるとした。 

 ⑴ Ａの死体の司法解剖を行ったＢ教授は，死体は死蝋化して高度に死後

変化していること，死体に致死的な損傷や病変をうかがわせる所見が認められ

ないこと，頸部（右総頸動脈の内膜及び環椎前方の筋肉内），左の上眼瞼結25 

膜，右の眼球結膜及び左右の肺表面に出血をうかがわせる所見があり，これら
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は頸部圧迫による窒息死の可能性を示すものの，腐敗等の死後変化によって生

じた可能性もあること，死体の大腿筋から検出されたジフェンヒドラミンを基

に推定した死亡時の血中濃度が８．８ないし１０．６㎍／ｇであるところ，致

死的となるジフェンヒドラミンの血中濃度は５ないし１０㎍／ｇとされている

ため，ジフェンヒドラミン中毒死の可能性もあることを指摘し，死因は不詳と5 

せざるを得ないと証言する。また，Ｂ教授は，ピンク歯自体は重要な所見では

なく，解剖時にはそれほど意識していないという。Ｃ准教授も，Ｂ教授の見解

を支持する旨証言する。 

 ⑵ 一方，Ｄ教授は，Ｂ教授作成の鑑定書等の資料に基づいて，Ａの死因

について検討し，死体の歯には，著明なピンク歯の所見（歯牙が，左右，上下10 

ともほぼ均等かつ広範囲に鮮明なピンクに変色した状態をいう。以下同じ。）

が認められるところ，これは，死亡時に頭部全体が強く鬱血していたことを示

す所見であり，その原因として頸部圧迫による窒息死が考えられると証言す

る。すなわち，ピンク歯は，歯の中の細血管が破れて出血し，死後に体内で産

生された一酸化炭素等と血液中のヘモグロビンが結合することによって形成さ15 

れると考えられ，臼歯より切歯，歯冠部より歯根部の方に細血管が密集してい

るため強い色調になりやすい。そして，頸部を圧迫すれば，歯の細血管を含め

頭部全体が鬱血し，窒息による酸素欠乏で細血管が破れやすくなり，それが破

れて血液が出ることによって著明なピンク歯が形成されるという。そして，頸

部（Ｂ教授指摘の箇所のほか，甲状舌骨筋付近），左上下及び右上の眼瞼結20 

膜，肺胸膜及び頭蓋内に出血をうかがわせる所見があること，Ａが事件当時２

５歳で生死に関わる病気を有しておらず，死体にも死亡につながる外傷がなか

ったこと，死体の大腿筋等から高濃度のジフェンヒドラミンが検出されている

ところ，ジフェンヒドラミンによる中毒死は遷延死であるのが通常で，頭部鬱

血は生じないため，著明なピンク歯が認められる本件ではジフェンヒドラミン25 

中毒死が死因とは考え難いこと，ジフェンヒドラミン中毒が原因で急死したと
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すると，胃内容物にジフェンヒドラミンの残渣が認められるはずであるが，そ

のような所見はないことも指摘して，Ａの死因として頸部圧迫による窒息死が

最も考えられると証言する。Ｅ教授もＤ教授の見解を支持する旨証言する。 

 ⑶ Ｂ教授とＤ教授の見解は，著明なピンク歯の所見が，頸部圧迫による

頭部鬱血を示唆するとともに，ジフェンヒドラミン中毒による遷延死の可能性5 

を否定する方向に働く所見といえるか否かの点で異なっており，この相違が結

論を分ける大きな要因となっているといえる。 

この点，Ｄ教授は，法医学に関する豊富な学識と経験を有していることはも

とより，窒息死や歯牙からの個人識別を専門分野としており，長年にわたって

ピンク歯が生ずる条件や形成過程等について研究を重ねた上でその見解を示し10 

ており，その理由も合理的である上，左右ほぼ均等に，切歯だけでなく臼歯の

方までピンクに着染しているという一定の条件を備えた場合に限り，著明なピ

ンク歯として有意な所見と位置付ける点でも合理的といえる。そして，法医学

の分野で豊富な学識と経験を有するＥ教授もＤ教授とほぼ同様の見解に立って

いる。他方，Ｂ教授は，Ｄ教授のようにピンク歯に関する深い知見を有してい15 

るわけではないし，単に一部の歯がピンクに変色しているのではなく，Ｄ教授

が著明なピンク歯と認めるような状況にある場合にまで，頸部圧迫による頭部

鬱血が生じていることを否定する理由について，特段の根拠は示していない。

Ｃ准教授の見解についても同様の指摘ができる。 

そして，Ａの死体に著明なピンク歯の所見が認められることは，Ｄ証言及び20 

Ｅ証言に加え，Ｂ教授作成の鑑定書においても，歯牙は根部周囲が淡紅色調を

呈するものが混在していた旨記載され，Ｃ准教授も死体の歯牙が全体的にピン

クに変色している旨証言していることから，明らかといえる。 

以上によれば，ピンク歯に関するＤ教授の見解は信用できる。 

 ⑷ Ｄ教授の見解を中心に，Ａの死因について考察すると，死体には致死25 

的な損傷や病変をうかがわせるような所見は認められず，外傷や病気による急
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死の可能性は否定される。また，死体から高濃度のジフェンヒドラミンが検出

されているが，著明なピンク歯の所見が見られることや，死体にはジフェンヒ

ドラミン中毒による急死を示唆する痕跡が見られなかったことから，ジフェン

ヒドラミン中毒死の可能性も否定される。そうすると，窒息死以外の急死の可

能性は考え難いところ，死体の頸部，眼球・眼瞼結膜及び肺に，頸部圧迫によ5 

る窒息死の可能性を示唆する複数の所見が認められており，著明なピンク歯の

所見が認められたことからすれば，Ａは，ジフェンヒドラミンを摂取した状態

で，何者かによって頸部を圧迫されて窒息死したことが推認できる。 

４ 前記争点②について，原判決は，次のように説示して，被告人を犯人と

認めた。 10 

 ⑴ 被告人は，平成１９年頃までにはＡと交際を始め，本件当時もＡとの

交際を続けていた一方で，平成２４年１０月下旬には，Ｆとも交際を開始し，

Ｆに対しては，結婚を前提とするかのような態度で接していた。 

被告人は，平成２５年６月初め頃，Ｆに対し，睡眠改善薬ドリエル（主成分

ジフェンヒドラミン塩酸塩）をできるだけ多く購入するよう指示し，同月５日15 

頃から９日頃までの間に，Ｆが購入した１２錠入りドリエル合計８箱を受け取

った。Ａは，同月８日，川崎市内の中華料理店で被告人と食事をし，同日午後

５時４分頃に新宿駅の改札を出た後，消息を絶ち，その後，相当量のジフェン

ヒドラミンを摂取した状態で，頸部を圧迫されて窒息死した。被告人は，Ｆと

共に，同月１５日から翌１６日までの間に，Ａの死体をＡ方から運び出し，Ｆ20 

方で一時保管した後，同年７月１９日，相模原市内の墓地に埋めて隠匿した。 

 ⑵ 以上のとおり，被告人は，Ａが殺害されたのと同時期にジフェンヒド

ラミンを主成分とするドリエルを大量に入手した上，殺害されたＡの死体をＡ

方から運び出し，墓地に埋めて隠匿しており，Ａを殺害した犯人であると推認

できる。 25 

第３ 訴訟手続の法令違反の論旨について 
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論旨は，要するに，ピンク歯に関するＤ証言及びこれを支持するＥ証言は，

その科学的原理や理論的正確性が明らかになっておらず，証拠能力がないにも

かかわらず，これを認めた原判決には訴訟手続の法令違反があり，その余の証

拠によっては原判示の事実を認めることができないから，判決に影響を及ぼす

ことも明らかである，という。 5 

そこで検討すると，Ｄ教授は，法医学，特に窒息死等を専門とし，現在，ｇ

大学大学院医学研究院教授を務めており，約２５００件の司法解剖を経験して

いること，Ｅ教授は，法医学を専門とし，現在，ｈ大学法医学講座教授を務め

ており，約４０００件の解剖（主に司法解剖）を経験していることが認めら

れ，両名とも死体の解剖等に基づいて死因やその機序等に関する専門的な意見10 

を証言するのに十分な学識経験を有しているものと認められる。そうすると，

両名の証人尋問は，本件において関連性及び必要性があるといえ，両名の証言

には証拠能力が認められる。 

所論は，両名の証言中，ピンク歯に関する見解が科学的原理や理論的正確性

を欠くというところ，その指摘に正当なものが含まれることは，後に検討する15 

とおりである。しかし，同見解は，経験科学としての側面を持つ法医学上の根

拠を全く欠くものではなく，異なる見解に基づく専門家の証言等と対比しなが

ら，その当否を検討することが相当というべきであるから，上記見解に関する

部分を含め，両名の証言の証拠能力を肯定した原判決の判断に誤りはない。 

訴訟手続の法令違反の論旨は理由がない。 20 

第４ 事件性に関する事実誤認の論旨について 

１ 論旨は，Ａの死因が頸部圧迫による窒息死であり，Ａは何者かによって

頸部を圧迫されて窒息死したと認めた原判決には事実の誤認があるというので

あり，その理由として，Ａの死体には著明なピンク歯は見られず，著明なピン

ク歯の所見は頭部鬱血ひいては頸部圧迫による窒息死を示すものでもないこと25 

に加え，Ａの死体から致死的な濃度のジフェンヒドラミンが検出されており，
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ジフェンヒドラミン中毒死の可能性がある，という。 

２ 原判決の前記認定判断は，合理的な理由を示さないまま，Ｂ証言の信用

性を否定するとともに，Ｄ証言の信用性を肯定した点で，論理則，経験則等に

照らして不合理であり，是認できない。以下，その理由を説明する。 

 ⑴ Ｂ教授は，法医学を専門とし，現在ｉ大学大学院法医学教室教授とｊ5 

大学大学院法医学教室教授を併せて務め，約１５００件の司法解剖の経験を有

していることが認められ，死体の解剖等に基づいて死因やその機序等に関する

専門的な意見を証言するのに十分な学識経験を有しているところ，原審公判廷

において，ピンク歯に関連して，次のとおり，相当程度具体的な証言をしてい

る。 10 

すなわち，Ａの死体には，切歯の根元を中心に典型的なピンク歯が認められ

るが，溺死の死体の方が強いピンクを示すことがあり，それほど強いピンクで

はない。ピンク歯は，水中や土中から発見された死体で見られることがよくあ

り，血液中のヘモグロビンが水分に溶け出し，それが歯ににじみ込むことによ

って生じると考えられるため，そのような現象が起きるあらゆる環境で生じ得15 

る。したがって，ピンク歯は，頸部圧迫による窒息死に特異的な現象ではな

く，それをもって頸部圧迫による窒息死ということはできないので，重視して

いない。動物実験を通じピンク歯の形成原因について研究したＤ教授の論文

は，絞殺した犬と失血死させた犬とを放置し，前者にはピンク歯が見られたも

のの，後者にはピンク歯が極めてわずかしか見られなかったことを明らかにし20 

たものであるが，ピンク歯がヘモグロビンによって形成されることの証明には

なるものの，絞殺によって生じるというためには，絞殺した犬と出血を伴わな

い方法で殺害した犬とを対照する必要があり，その証明になっていない。 

 ⑵ 原判決は，Ｄ教授が長年にわたってピンク歯が生ずる条件や形成過程

等について研究を重ねている一方，Ｂ教授は，Ｄ教授のようにピンク歯に関す25 

る深い知見を有しているわけではないとして，その証言の信用性を否定する理
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由の一つとしている。しかし，長期間にわたる研究の継続が学問的な真実の発

見に結び付くとは限らない一方，当該分野の専門家であれば，個別の事項につ

いて研究を行っていなくとも，その学識経験に基づき，当該事項についての研

究の当否を判断することはできるはずであるから，原判決の指摘は当を得な

い。実際に，Ｂ教授は，前記のように相応の根拠を示して，ピンク歯が頸部圧5 

迫による窒息死の所見であるとする見解を否定する証言をしている。 

また，原判決は，Ｄ教授は著明なピンク歯が頸部圧迫による窒息死の所見で

あることについて合理的な理由を証言している一方，Ｂ教授は著明なピンク歯

の所見がある場合にまで，頸部圧迫による頭部鬱血が生じていることを否定す

る理由について，特段の根拠を示していないとして，その証言の信用性を否定10 

する理由の一つとしている。しかし，そもそも，Ｂ教授の証人尋問において，

Ｄ教授のいう著明なピンク歯の所見がある場合についての質問はなく，この点

に関するＢ教授の見解は不明というほかないから，原判決の指摘は前提に誤り

がある。また，Ｂ教授は，Ｄ教授が著明なピンク歯と認めるＡの死体よりも濃

いピンク歯が溺死体で認められたことなどを挙げて，ピンク歯が頸部圧迫によ15 

る窒息死に特異的な所見ではないと証言しており，著明なピンク歯の所見があ

る場合でも，頸部圧迫による頭部鬱血が生じていたとは言い切れない根拠を示

しているともいえる。 

したがって，原判決がＢ証言の信用性を否定した理由は，いずれも不合理で

あって，是認できない。Ｄ教授とＢ教授は，いずれも法医学の専門家である20 

が，ピンク歯に関して異なる見解を採っており，各証言の信用性を検討するに

は，それぞれの基礎となる見解の理論的正確性や実証的根拠及び同見解に基づ

く判断の確実性等について，ピンク歯に関する法医学の研究状況なども踏ま

え，科学的ないし実証的な根拠に遡って検討する必要があり，原判決の検討は

不十分といわざるを得ない。 25 

 ⑶ 付言するに，原審では，４名もの法医学者の証人尋問が実施されてい
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るが，各証人尋問が別期日で実施され，争いのない事項についての尋問が重複

する一方，見解の相違点に着目した尋問が十分に行われたようには見受けられ

ず，証拠調べを終えた段階で，それぞれの証言にどのような相違があり，それ

がどのような理由で生じているのかを理解し難い状態に陥り，その判断に必要

なピンク歯に関する法医学の研究状況が客観的かつ分かりやすく示されること5 

もなかったのではないかと思われる。このような点において，原審裁判所の審

理は，裁判員がその職責を十分に果たすための配慮に欠けていたといわざるを

得ず，これが前記のような検討の不十分さ，不合理さにつながった可能性があ

る。 

 ３ そこで，Ａの死因を頸部圧迫による窒息死とした原判決の結論の当否に10 

ついて，原審証拠のほか，当審における事実取調べの結果も踏まえ，更に検討

する。 

 ⑴ Ｂ証言等の関係証拠によれば，Ａの死因として可能性があるのは，頸

部圧迫による窒息死とジフェンヒドラミン中毒死の２つであることが認められ

るところ，一方の死因を認定するには，他方の死因の合理的な疑いが否定され15 

る必要がある。そこで，まず，ジフェンヒドラミン中毒死の可能性を否定でき

るかを検討する。 

 ⑵ Ｄ教授及びＥ教授は，①Ａの死体に認められる著明なピンク歯は，生

前又は死後に頭部が強く鬱血するような状況があったことを示す所見である

が，②ジフェンヒドラミン中毒死が遷延死であって，死亡の過程で強い頭部鬱20 

血は生じず，血液の流動性が失われて死後に鬱血が生じることもないとし，ジ

フェンヒドラミン中毒死の可能性を否定する。また，Ｄ教授は，③急死するほ

ど多量のジフェンヒドラミンを摂取した場合，胃内容物にその痕跡があるはず

であるが，それが見られないことも理由に挙げる。そこで，これらの見解の当

否について，順に検討する。 25 

  ア 著明なピンク歯が，生前又は死後に頭部が強く鬱血するような状況
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があったことを示す所見であるとする点（前記①）について，Ｄ教授は，頭部

の鬱血によりピンク歯の形成が促進される過程を挙げて説明しているが（前記

第２の３⑵），ここで問題とすべきは，生前又は死後に頭部の強い鬱血がなけ

れば，著明なピンク歯が生じる現実的な可能性がないといえるかである。 

Ｄ証言によれば，ピンク歯は，湿潤かつ比較的低温な環境下で，歯の細血管5 

中のヘモグロビンが死後に体内で産生された一酸化炭素等と結合し，それが歯

に染み込むことにより生じると理解されるが，頭部の鬱血がなくとも歯の細血

管中にはもともとヘモグロビン（血液）が存在するのであるから，頭部の鬱血

が必要条件となるというような論理的な関係は見いだせない。Ｄ教授は，過去

に行った動物実験において，絞殺した犬２頭と失血死させた犬２頭の死体を山10 

林内に約２か月放置したところ，前者は２頭ともほぼ全ての歯にピンク歯が形

成されたのに対し，後者は２頭とも切歯又は臼歯の数本がわずかにピンクを呈

している程度にとどまったことを理由として挙げる。しかし，この実験につい

ては，Ｂ証言，Ｃ証言及び当審におけるＧ教授（法医学を専門とする医師であ

り，ｋ大学医学部長，ｌ研究所長を歴任し，ピンク歯に関する研究業績もあ15 

り，十分な学識経験を有していると認められる。）の各証言が指摘するよう

に，失血死させた犬は血液自体が大きく減少して前提条件が異なってしまって

いるため，この結果を他の死因に類推するのは困難である。すなわち，失血死

させた犬であっても歯の一部がピンクを呈しており，心臓発作など血液量が減

少しなかった場合にピンク歯が生じるか否か，生じるとして，その割合や色調20 

が頭部鬱血を伴う場合と異なるか否かは，上記実験によっては明らかにならな

い。また，何らかの相違が生じるとして，ピンク歯の割合や色調等（著明度）

をどのように評価し，どのような基準で頭部鬱血の有無，程度を判定するのか

も，不明のままである。以上によれば，著明なピンク歯を生前又は死後に頭部

が強く鬱血するような状況があったことを示す所見とするＤ教授の見解は，そ25 

の根拠が実験や調査によって法医学的に証明されておらず，実践面でもピンク
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歯の著明度から頭部鬱血の有無，程度を判定する方法や基準等が不明であっ

て，仮説の段階にとどまっているといわざるを得ない。これを支持するＥ証言

についても，同様の指摘が可能である（なお，Ｄ証言には，頭蓋骨がピンクを

呈するピンク骨に言及する部分もあるが，その説明によればピンク骨は原理的

にピンク歯と異ならないというから，以上で指摘した問題点がピンク骨につい5 

ても当てはまるといえる。）。 

この点に関する法医学の先行研究をみると，Ｄ教授も，近年海外で刊行され

た論文において，ピンク歯の発生と死因との間には明白な関連性がないという

一般的な合意があるとの指摘がなされていることを認めている。また，Ｇ教授

は，首を絞めて土中に埋めた何例かの死体にピンク歯が見られたことから，ピ10 

ンク歯があれば絞殺という推認に使えるのではないかということに注目されて

ピンク歯に関する研究は始まったが，現時点に至るまでの国内外の研究を踏ま

えると，ピンク歯は特定の死因に結び付くものではなく，死後の状況にも左右

されるとし，また，溺死の場合，湿った環境があり，頭部が下になって漂流す

ることが多いため，ピンク歯が形成されやすいと言われているものの，実際に15 

はピンク歯が形成されないものが多く，条件が同じであるのにピンク歯の形成

の有無に差異が生じているため，ピンク歯の形成に関して何らかの具体的な因

果関係を証明するのは困難であり，生前，死後に顔面の鬱血があれば，ある程

度ピンク歯を起こしやすくするだろうという関係にとどまると証言している。

さらに，ピンク歯の著明度（範囲や色調）と死因ないし頭部鬱血との関係の考20 

察となると，Ｄ教授による論文に簡略な記述がある（前記動物実験に関する論

文に，強いピンク歯の産出が見られたときには，一応絞殺や扼殺などの死亡状

況を考慮に入れる必要がある旨の記述があり，原審証言後に掲載された論文に

「上下顎の広範囲に著明なピンク歯が見られなおかつピンク骨を伴う場合は，

やはり生前，頚部圧迫による頭部鬱血があった可能性を常に考える必要がある25 

と思われる」との記述がある。）以外には，研究結果が明らかになっておら
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ず，ほとんど研究が行われていない状況にある。したがって，Ｄ教授のピンク

歯に関する前記見解は，法医学の分野において広く承認されたものとはいえ

ず，むしろ，これと異なる見解が有力に存在しているといえる。 

そうすると，著明なピンク歯が，生前又は死後に頭部が強く鬱血するような

状況があったことを示す所見であるとするＤ教授の見解は，どの程度の頭部鬱5 

血があればピンク歯が生成されるのかが明確でない点をおくとしても，同見解

自体，理論的な正確性が明らかでなく，著明なピンク歯の評価を確実に行う手

法も確立されていないのであって，現在の研究状況を前提にする限り，刑事裁

判の証拠として十分な証明力を有するとはいえない。したがって，これに依拠

したＤ証言及びＥ証言の信用性は低いといわざるを得ない。 10 

この点，検察官の所論は，前記動物実験は，頭部鬱血があると著明なピンク

歯が形成されやすいことを示しており，Ｂ教授及びＧ教授の見解は著明なピン

ク歯が認められる場合にまで頭部鬱血が生じたことを否定する根拠が不明であ

る，という。しかし，前記動物実験について適切な対照実験が行われていない

ことは，前記のとおりであり，問題は頭部鬱血がピンク歯形成の主たる要因で15 

あることの法医学的論証がなされていない点にあり，所論は当を得ない。 

  イ ジフェンヒドラミン中毒死が急死ではなく，死亡の過程で強い頭部

鬱血は生じないとする点（前記②）について，Ｄ証言及びＥ証言を詳しく見る

と，ジフェンヒドラミンは睡眠薬であるが，睡眠薬中毒は，脳に作用してその

機能を麻痺させ，最終的に呼吸を麻痺させたり，心臓の動きが悪くなったりし20 

て死亡に至るもので，急死ではなく，急死の徴候である血液の流動性が保たれ

ないため，頭部の強い鬱血は生じない，というのである。 

これらの証言は，睡眠薬中毒に関する法医学の知見に基づくもので，相応の

信用性が認められる（なお，ジフェンヒドラミンは，抗ヒスタミン薬としても

用いられる睡眠改善薬であり（原審甲９７），厳密には睡眠薬と異なる性質で25 

あることがうかがわれるが，中枢神経抑制作用を有しているという点では違い
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がないと考えられる。）。もっとも，Ｇ証言によれば，国内外の論文によれ

ば，ジフェンヒドラミンを大量に服用した自殺例について，その死因は急性の

心臓死であろうとの報告があること，米国の救急医学のガイドラインによれば

ジフェンヒドラミンには抗コリン作用が認められ，不整脈を起こすなどの心臓

毒としての性質もあり，急性の心臓死を起こすことがあるとされており，米国5 

ではジフェンヒドラミン中毒は心肺の緊急症という言い方もされていること，

一般に，急死の所見が現れるか否かは薬物摂取からの時間経過ではなく，死亡

前に急変があったか否かが影響することから，ジフェンヒドラミン中毒死であ

っても死亡前に激変が生じる状況が考えられ，急死の所見がみられてもおかし

くはないことなどを証言する。Ｇ証言が援用する論文は，症例数が限られ，鬱10 

血や心臓血の流動性等の急死の所見の有無への言及はないが，ジフェンヒドラ

ミン中毒死の機序を明らかにしており，捜査関係事項照会に対する製薬会社の

回答（原審甲９７）に，ジフェンヒドラミン塩酸塩の中毒症状は，患者によっ

て異なり，小児や若年者では，中枢神経の抑制ではなく，抗コリン毒性による

不穏・興奮，けいれん発作などの中枢神経刺激作用が現れやすいとされている15 

こととも整合している。Ｇ証言中，上記各論文に基づく推論過程にも不合理な

点はないから，Ｇ証言の信用性はにわかに否定できない。そうすると，睡眠薬

中毒に関する一般的な知見に基づくＤ証言及びＥ証言が，ジフェンヒドラミン

中毒死において急死の徴候を示す症例があり得ることまで否定する趣旨であれ

ば，不合理であって採用できない。 20 

この点，検察官は，ジフェンヒドラミン中毒死は，その血中濃度が上がるに

つれて，呼吸中枢を麻痺させ，心臓が弱り，死に至るという経過をたどるの

で，死亡直前に症状が急変するような事情があったとしても，瞬間死に近い経

過にはなり得ないというが，ジフェンヒドラミン中毒が抗コリン毒性による症

状を示す可能性を見落としており，採用できない。 25 

なお，Ｅ教授は，Ｄ教授が指摘した点に加えて，ジフェンヒドラミン中毒死
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が急死とはいえないことを前提に，血液が流動性を失って凝固することによ

り，血液が歯ににじみ出にくくなり，ピンク歯が形成されなくなるとも証言し

ている。しかし，ジフェンヒドラミン中毒死が急死でないという前提が採用で

きないことは前述のとおりである。 

  ウ Ｄ証言のうち，急死するほど多量のジフェンヒドラミンを摂取した5 

場合，胃内容物にその痕跡があるはずであるが，それが見られないという点

（前記③）について検討する。 

そもそも，Ｂ教授は，Ａの死体の大腿筋組織から検出されたジフェンヒドラ

ミンの濃度は１８．５㎍／ｇであり，死後の水分の蒸発等を考慮すると，死亡

時の血中濃度は８．８ないし１０．６㎍／ｇと推定されるところ，５ないし１10 

０㎍／ｇが昏睡や死に至る濃度とされているので，中毒死であっても矛盾はな

いと説明しており，Ｄ教授及びＥ教授も，死後変化により正確な評価が困難と

しつつも，生前にかなりの量のジフェンヒドラミンを摂取していたことは間違

いなく，その濃度からは，中毒死の可能性を否定していない。したがって，Ａ

が多量のジフェンヒドラミンを摂取していた事実は動かし難く，その濃度から15 

は中毒死の可能性を否定できない。そして，Ｇ教授は，ジフェンヒドラミン中

毒死４例の症例報告論文に，いずれの死体も胃内容物は液体であって，錠剤等

が残っていたとの報告はないとした上，一旦溶けたジフェンヒドラミンは，体

の組織に染み込んでいき，乾燥等によって析出することは考え難いとしてい

る。このＧ証言は，症例報告に基づいた合理的な内容であって信用できる。そ20 

うすると，急死するほど多量のジフェンヒドラミンを摂取した場合，胃内容物

にその痕跡があるはずとのＤ証言は，採用できない。 

（中略） 

したがって，Ａの死体の胃内容物にジフェンヒドラミンの痕跡が見当たらな

いことから，ジフェンヒドラミン中毒による急死の可能性を否定するＤ証言25 

は，採用することができない。 
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この点，検察官は，Ｇ教授が引用するジフェンヒドラミン中毒死に関する症

例は，摂取したジフェンヒドラミンの形状や量が不明であり，本件に当てはま

るとはいえないし，当該症例についても，胃内容物が乾燥すると溶けていたジ

フェンヒドラミンの残渣が現れる可能性もあるというが，可能性の指摘にとど

まり，溶けたジフェンヒドラミンは体の組織に染み込んでいくはずである旨の5 

Ｇ証言に対する論難とはなっていない。また，検察官は，胃内容物の点以外

に，Ｇ教授がジフェンヒドラミン中毒死であるが直接の死因が急性心不全の症

例として引用する論文によれば，肺水腫の所見があったとされているが，Ａの

死体には見られない，という。しかし，Ｂ教授作成の鑑定書（原審甲４）によ

れば，Ａの死体は高度に腐敗し，全身の組織にガス産生が認められ，諸臓器の10 

容積が低下，変形している状況にあり，気胸も死後変化によるものとして矛盾

しないとされており，肺水腫があったことと矛盾しない。所論はいずれも採用

できない。 

  エ 以上を総合すると，①Ａの死体に認められる著明なピンク歯が生前

又は死後に頭部が強く鬱血するような状況があったことを示す所見であるとは15 

いえず，②ジフェンヒドラミン中毒死であっても，血液の流動性が保たれ，頭

部鬱血が生じた可能性は否定できず，また，③急死するほど多量のジフェンヒ

ドラミンを摂取した場合であっても，胃内容物にその痕跡があるとは限らない

のであるから，Ｄ証言及びＥ証言が挙げる理由によっては，ジフェンヒドラミ

ン中毒死の可能性を否定することはできない。 20 

 ⑶ ところで，以上を前提としても，Ａの死因を頸部圧迫による窒息死と

認めるべき積極的な事情があれば，ジフェンヒドラミン中毒死の可能性を否定

し，頸部圧迫による窒息死と認定することもできなくはないので，以下検討す

る。 

  ア Ｄ証言には，Ａの死体に著明なピンク歯が認められることから，頸25 

部圧迫による窒息死であることが認められるかのように述べる部分がある（原
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審Ｄ55頁，82頁ないし83頁）。しかし，Ｄ教授は，著明なピンク歯の存在から

死因を頸部圧迫による窒息死と推定するのは，それが頭部の強い鬱血を生じる

死因であるからと述べているところ，前記⑵アで検討したとおり，著明なピン

ク歯が頭部鬱血を示す所見であるとはいえない以上，上記のような推定も困難

である。また，原審証拠によれば，頭部鬱血は，頸部圧迫による窒息死以外に5 

も心臓死によって生じることがあり，死後に頭部を下に放置されたり，胸部が

強く圧迫されたりすることによっても生じ得るとされており（原審Ｅ39頁，原

審Ｄ18頁），著明なピンク歯の存在から頸部圧迫による窒息死と推認するに

は，これらの可能性を否定する必要があり，ピンク歯の存在を頸部圧迫による

窒息死と結び付けることは，一層困難である。 10 

なお，この点，Ｅ教授は，頸部圧迫ではない急死の死体が床に寝かされて放

置された場合，顔の向き等によってピンク歯は上下左右に偏って形成され，Ａ

の死体のように著明なピンク歯が形成されることは考え難い，という。しか

し，これは，Ｄ教授の証言に現れていない観点である上，Ａが死亡した後に，

その死体が同人方やＦ方でどのように取り扱われ，どのような体勢で放置され15 

ていたかは証拠上明らかではないから，採用できない。 

  イ ピンク歯以外に，Ａの死体には，頸部や眼瞼結膜，眼球結膜，肺胸

膜及び頭蓋内等に生前の出血をうかがわせる変色部があることが認められると

ころ，Ｄ証言及びＥ証言は，これらを総合して，Ａの死因を頸部圧迫による窒

息死としているようにも理解できる。 20 

しかし，上記変色部の大部分について，解剖を担当したＢ教授は，死体が高

度に腐敗しているため，死後の血色素の浸潤や付着といった死後変化の可能性

が否定できないと指摘しており，Ｄ証言及びＥ証言も，これを覆すに足りる根

拠を示しているわけではないから，上記変色部が生前の出血を示すものとは言

いきれない。Ｂ教授が死後変化によるものと説明しにくい，すなわち，生前の25 

出血である可能性が高いとしているのは，左の上眼瞼結膜の半米粒大の変色部
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数か所にとどまるところ，法医学的に見て，この数か所の出血のみで死因を頸

部圧迫による窒息死と特定する根拠があるとは認められない。このように，Ａ

の死因を頸部圧迫による窒息死と認めるべき積極的な事情は見いだせない。 

４ 以上によれば，原審証拠を総合しても，Ａの死因がジフェンヒドラミン

中毒死である合理的な疑いを否定することはできない。したがって，Ａの死因5 

が頸部圧迫による窒息死であり，Ａは何者かによって頸部を圧迫されて窒息死

したと認定した原判決には，事実の誤認があり，この点が判決に影響を及ぼす

ことも明らかである。 

もっとも，本件公訴事実及び原判決が認定した罪となるべき事実は，被告人

がＡに対し，殺意をもって，ジフェンヒドラミンを含有する睡眠改善薬を過剰10 

に摂取させたことも殺人の実行行為の一部としていると解される。したがっ

て，Ａの死因を頸部圧迫による窒息死と認めることができない場合でも，上記

事実について事実誤認があるか更に検討する必要がある。そして，この点は，

被告人の犯人性と切り離して検討することができないので，弁護人の犯人性に

関する事実誤認の論旨と併せて検討することとする。 15 

第５ 睡眠改善薬を過剰摂取させた点に関する事実誤認の論旨について 

１ 弁護人の犯人性に関する事実誤認の論旨は，被告人はＡを殺害しておら

ず，その理由として，被告人がＡの死体を移置するなどした事実は殺害行為を

したことを示すものではない，被告人が購入したドリエルがＡの死体から検出

されたジフェンヒドラミンであるとする根拠や，遮光カーテンの購入が死体保20 

管の準備行為であるとする根拠はない，被告人の行動には殺害行為をした犯人

だとすると不合理なものがある，という。 

２ 原判決は，被告人がＡに対し，殺意をもって，ジフェンヒドラミンを含

有する睡眠改善薬を過剰に摂取させた旨認定しているところ，Ａの死因が頸部

圧迫による窒息死であるとした前提に誤りがある。また，被告人がジフェンヒ25 

ドラミンを含有する睡眠改善薬を過剰に摂取させたことをうかがわせる間接事
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実が複数認められるものの，被告人が殺意をもってＡにジフェンヒドラミンを

含有する睡眠改善薬を摂取させたと認定するには，被告人の関与なしにＡがジ

フェンヒドラミンを摂取した可能性や被告人の同関与をＡが容認していた可能

性が否定される必要があるが，この点についての審理が尽くされたとはいえな

い。以下，説明する。 5 

 ⑴ 原判決は，被告人がＡに対し，ジフェンヒドラミンを含有する睡眠改

善薬を摂取させた根拠として，Ａの死体を同人方から運び出し，墓地に埋めて

隠匿したこと，Ａが消息を絶った６月８日からそれほど日をおかないで，相当

量のジフェンヒドラミンを摂取した状態で死亡したこと，被告人が同月５日か

ら同月９日にかけてジフェンヒドラミンを主成分とするドリエルを多量に入手10 

していること，ドリエルの入手は，遮光カーテンの購入等といったＡの死体を

保管ないし遺棄するための準備行為と近接する時期にそれらと同様にＦに命じ

て行っていることを挙げる。 

 ⑵ 確かに，個々の事実を分断して見た場合，弁護人が指摘するとおり，

Ａの死体から検出されたジフェンヒドラミンが被告人の入手したドリエルに由15 

来するとは断定できない。また，被告人がＦに遮光カーテンの購入を依頼した

同月９日の時点でＡが死亡していたと認めるに足りる証拠はないから，これを

Ａの死体を保管ないし遺棄するための準備行為と評価することも，ひいてはド

リエルの購入を殺害の準備行為と推認することもできない。 

もっとも，原審証拠によれば，Ａが消息を絶った６月８日からそれほど日を20 

おかずに，多量のジフェンヒドラミンを摂取した状態でＡが死亡したこと，被

告人はＡの死体を当初はＡ方に放置し，その後，ビニールシート等で包みＦ方

に運び入れ，７月１９日まで保管した上，神奈川県内の墓地に運び，穴を掘っ

て，土中に遺棄したことは疑いなく認定できるところ，病死や自殺等，被告人

の関与なしに死亡したのであればこのような行動に出ることは通常考え難く，25 

Ａと被告人の従前の関係を考慮しても，被告人がＡの死亡に積極的な関与をし
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たことを強く推認させる事情といえる。また，Ａの死体からは，中毒死する可

能性のある高濃度のジフェンヒドラミンが検出されているところ，被告人は６

月５日から同月９日にかけてジフェンヒドラミンを主成分とするドリエル（１

２錠入りのもの）を８箱入手している。そして，本来の用途に服用するため

に，これほど多量のドリエルを一度に入手する必要はないことからすると，被5 

告人が入手したドリエルがＡの死体から検出されたジフェンヒドラミンである

と合理的に推認することができる。以上によれば，被告人がドリエルを入手し

た上，これを何らかの方法でＡに多量に服用させた後，何らかの理由でＡが死

亡した可能性が非常に高いといえる。 

また，用量を大きく超えるジフェンヒドラミンを服用させること自体，生命10 

への危険性の高い行為であり，入手経緯に照らすと，被告人にその認識もあっ

たといえるところ，被告人としては，中毒死を目的にするにせよ，過剰に摂取

させて意識を失わせる目的にとどまるにせよ，最終的には殺害する目的があっ

たとする以外に合理的理由を見いだすことは困難である。したがって，被告人

がＡにドリエルを多量に服用させたのであれば，それは殺害目的であったと推15 

認できる。 

ただし，原審においては，Ａの死因が頸部圧迫による窒息死であり，死因が

認定できれば，他殺であることもほぼ確実に認定できるという判断構造に沿っ

た審理及び評議がなされており，Ａが被告人の関与なしに死亡したにとどまる

のに，被告人があえてＡの死体を保管，遺棄したといえる特段の事情があるか20 

について審理が尽くされたとはいえない。また，多量のドリエルを摂取させる

には，欺罔して自ら摂取させるなど，Ａの行為を利用したと考えるのが合理的

であるところ，その際，Ａが死亡の結果を容認していたといえる具体的な事情

が被告人側から主張されるのであれば，その点についても審理を尽くす必要が

ある。そうすると，これらの点について審理を尽くすことなく，被告人がＡに25 

対し，殺意をもって，ジフェンヒドラミンを含有する睡眠改善薬を摂取させた
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と認定した原判決には事実の誤認があり，この点が判決に影響を及ぼすことも

明らかである。 

第６ 破棄差戻し 

 １ 以上によれば，原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤

認があり，その余の論旨について検討するまでもなく，破棄を免れない。そし5 

て，被告人が，殺意をもって，ジフェンヒドラミンを含有する睡眠改善薬を摂

取させたとの殺人未遂罪が成立する可能性があるところ，この点に関する攻撃

防御が尽くされたとはいえず，有罪の場合，これを前提とする量刑判断も必要

となる。そこで，本件を第一審に差し戻し，裁判員の参加する合議体におい

て，更に審理を尽くさせるのが相当である。なお，Ａの死亡に関して被告人以10 

外の第三者の関与がうかがわれないことからすると，検察官としては，訴因を

変更した上で，引き続き殺人既遂の罪責を問題とする余地もあるところ，以上

の説示は，これを妨げる趣旨ではない。 

 ２ 弁護人は，原審においてＡの死因が頸部圧迫による窒息死であるか否か

が争点とされ，その点が否定されたのであるから，無罪の自判をすべきであ15 

り，検察官にこれと異なる主張立証の機会を与え，被告人側に防御準備をやり

直させることは手続的正義に反する，と主張する。 

 しかし，被告人が，殺意をもって，ジフェンヒドラミンを含有する睡眠改善

薬を摂取させたことは公訴事実の範囲内の事実である。また，原審の公判前整

理手続においては，Ｄ教授及びＥ教授のピンク歯に関する見解と相反する証拠20 

はＢ教授及びＣ准教授の証言にとどまることが見込まれており（なお，当審Ｇ

証言が引用した海外の論文等の一部は，原審におけるＤ教授の証人尋問の際，

原審弁護人から示されているが，検察官に尋問直前にその英文資料が提示され

ただけであり，証拠として請求されたわけでもない。），当審における事実取

調べによって，この証拠関係が大きく変動したことは否定し難く，これに応じ25 

て，当事者双方に新たに主張立証等の機会を与えるために本件を第一審に差し
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戻すことは，何ら手続的正義に反するものではない。 

 ３ よって，刑訴法３９７条１項，３８２条により原判決を破棄し，同法４

００条本文により，本件を東京地方裁判所に差し戻すこととして，主文のとお

り判決する。 

  令和２年１２月１４日 5 

東京高等裁判所第６刑事部 

 

裁判長裁判官     大   熊   一   之 
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裁判官     奥   山       豪 
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